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平成31年度の予防接種について

  18歳▶日本脳炎ワクチン（２期）未接種者

  小学校６年生▶二種混合ワクチン

  小学校４年生▶日本脳炎ワクチン（２期）

  年長児▶麻しん・風しんワクチン（２期）   65歳（※）以上▶成人用肺炎球菌ワクチン

接種時期　９歳以上１３歳未満で１回

　　　　　（標準接種年齢：９～１０歳）

【対象者の生年月日】
　平成２０年４月２日～平成２１年４月１日

　※対象者には予診票を送付します。

接種時期　小学校入学前（２０２０年３月３１日まで）

【対象者の生年月日】
　平成２５年４月２日～平成２６年４月１日

　※出生時に交付した予診票で接種してください。

接種時期　９歳以上１３歳未満で１回

　　　　　（標準接種年齢：９～１０歳）

【対象者の生年月日】
　平成２１年４月２日～平成２２年４月１日

　※対象者には予診票を送付します。

接種時期　１１歳以上１３歳未満で１回

　　　　　（標準接種年齢：１１～１２歳）

【対象者の生年月日】
　平成１９年４月２日～平成２０年４月１日

　※対象者には予診票を送付します。

　日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、

接種機会を逃した方に予診票を送付します。

接種時期　１８歳に到達する年度

　　　　　（接種は２０歳未満まで）

【対象者の生年月日】
　平成１３年４月２日～平成１４年４月１日

▲茨城県医師会
　ホームページ

平成31年度の定期予防接種（年長児から）についてお知らせします。

　対象者には予診票を送付しますので、年度内に接

種を受けましょう。

対象者

　以下の年齢に該当する方（過去に１回でも、公費・

自費問わず接種を受けている方を除く）

　６５歳／昭和２９年４月２日～昭和３０年４月１日

　７０歳／昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日

　７５歳／昭和１９年４月２日～昭和２０年４月１日

　８０歳／昭和１４年４月２日～昭和１５年４月１日

　８５歳／昭和９年４月２日～昭和１０年４月１日 

　９０歳／昭和４年４月２日～昭和５年４月１日

　９５歳／大正１３年４月２日～大正１４年４月１日

　１００歳以上／大正９年４月１日以前に生まれた方

※６０歳以上６５歳未満で、身体障害者手帳１級（内部

　疾患に限る）を所持している方は、上記の年齢以外

　でも助成の対象となる場合があります。詳細は、

　問合せ先までお問い合わせください。

◆自己負担◆

　助成額（２,０００円）を超える金額については自己負

担となります。

平成31年度の予防接種について平成31年度の予防接種について
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【対象者の生年月日】
　平成１３年４月２日～平成１４年４月１日

　２０２２年３月３１日までに限り、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日に生まれた

男性が、風しんの定期予防接種対象者に追加されます。

　まず、風しんの抗体検査を受けましょう。定期予防接種対象者には、無料で抗体検査が受けられるクー

ポン券（※）を送付します（５月までに送付予定）。届いたクーポン券に従って抗体検査を受けてください。

　抗体検査は、協力医療機関や町の健診会場で受けることができます。医療機関によっては、受付開始

時期や対応が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※２０１９年のクーポン券対象者は、昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性です。
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担となります。

平成31年度の定期予防接種（年長児から）についてお知らせします。

　問合せ　健康保険課　健康増進グループ（常北保健福祉センター内）　☎０２９－２４０－６５５０

　茨城県内定期予防接種広域事業により、県内

の協力医療機関で接種が可能です（任意接種を除

く）。協力医療機関については、『茨城県医師会

ホームページ（　http://www.ibara

ki.med.or.jp/）→県民の皆様へ→茨

城県内定期予防接種広域事業（一般

向け）』をご覧になるか、問合せ先

までお問い合わせください。


